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平成２７年度介護報酬改定関連通知及びＱ＆Ａに関する正誤について

平成２７年４月実施の介護報酬改定に関しましては、先般、関連の法令・通知等を冊子

にまとめてご送付させていただいたところです。

今般、 厚生労働省関係部局より、 介護報酬改定関連の通知及びＱ＆Ａにつきまして、
正誤をお知らせする通知等が発出され、本会においても入手いたしましたので、ご送付

申し上げます。

　

なお、 本通知等につきましては、 平成２７年５月１４日付（介２１） 「「平成２７年４月

介護報酬改定関連法令・通知等」の送付について」とあわせてご覧いただきたくお願い

申し上げます。

　

また、当該正誤通知等につきましては本会ホームページ・メンバーズルーム「介護保

険」 においても掲載しておりますので、そちらもご活用いただければ幸いです。
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・平成２７年度介護報酬改定関連通知の正誤について

　

（平成２７年５月２２日

　

老高発０５２２第１号、 老振発０５２２第１号、 老老発０５２２第１号、

　　

厚生労働省老健局高齢者支援課長、 振興課長、 老人保健課長通知）

・平成２７年度介護報酬改定関連Ｑ＆Ａの正誤について

　

（平成２７年５月２２日

　

厚生労働省老健局老人保健課、 振興課事務連絡）

以上
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平成２７年度介護報酬改定関連通知の正誤について

平成２７年３月２７日付けで通知した 「「指定居宅サービスに要する費用

の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉
用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」
（平成２７年３月２７日老介発０３２７第１号・老高発０３２７第１号・老

振発０３２７第１号・老老発０３２７第２号）を別紙のとおり修正するこ

ととするので、 御了知の上、 管内市町村 （特別区を含む。）、 関係団体、
関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取扱いに当たっては遺漏

なきよう期されたい。



対象｛苗劉 止誤箇所
Ｇ苗知番号） 誤 正

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分）及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について（平
成１２年３月１日老企第３６号厚生省老人
保健福祉局企画課長通知）

第二
７通所介護費
（４）事業所規模による区分の取扱い
②平均利用延人員数の計算に当たっては、
３時間以上５時間未満の報酬を算定している
利用者（２時間以上３時間未満の報酬を算定
している利用者を含む。）については、利用者
数に２分の１を乗じて得た数と丈る。また、
（以下略）

第二
７通所介護費
（４）事業所規模による区分の取扱い
②平均利用延人員数の計算に当たっては、
３時間以上５時間未満の報酬を算定している
利用者（２時間以上３時間未満の報酬を算定
している利用者を含む。）については、利用者
数に２分の１を乗じて得た排しし ５時間以ト
７時間未満の報酬を算定している利用者につ
いては利用者数に４分の３券黍ーｔて得ナ－数
丈畳。また、（以下略）

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分）及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について（平
成１２年３月１日老企第３６号厚生省老人
保健福祉局企画課長通知）

７通所介護費
回認知症加算について
④「認ん庇介護の指導に係る専門的な研
修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の
実施について」（平成１８年３月３１日老発第
０３３１０１０号厚生労働省老健局長通知）及び
「認知症肴隙ス耽日守賛成事業の円滑な運
営について」（平成１８年３月３１日老計第
０３３１００７号厚生労働省計画課長通知）に規定
する「認知症介護指導者研修」を指すものと
する。

７通所介護費
回認知症加算について
④「認知症介護の指導に係る専門的な研
修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の
実施について」（平成１８年３月３１日老発第
０３３１０１０号厚生労働省老健局長通知）及び
「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運
営について」（平成１８年３月３１日老計丑第
０３３１００７号厚生労働省司閏二長通知）に規定
する「認知症介護指導者研修」を指すものと
する。

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分）及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について（平
成１２年３月１日老企第３６号）

５訪問リハビリテーション費

（５）①短期集中リハビリテーション実施加算
におけるリハビリテーションは、利用者の状態
に応じて、基本的動作能力（起居、歩行、発
話等を行う能力をいう。以下同じ。）及び応用
的動作能力（運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュ
ニケーション等を行うに当たり基本的動作を
組み合わせて行う能力をいう。以下同じ。）を
向上させ、身体機能の回復するための集中
的なリハビリテーションを実施するものである
こと。

５訪問リハビリテーション費

（５）①短期集中リハビリテーション実施加算
におけるリハビリテーションは、利用者の状態
に応じて、基本的動作能力（起居、歩行、発
話等を行う能力をいう。以下同じ。）及び応用
的動作能力（運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュ
ニケーション等を行うに当たり基本的動作を
組み合わせて行う能力をいう。以下同じ。）を
向上させ、身体機能を回復するための集中
的なリハビリテーションを実施するものである
こと。

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分）及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について（平
成１２年３月１日老企第３６号）

５訪問リハビリテーション費
（６ー① リハビリテーションマネジメント加算は、
利用者ごとに行われるケアマネジメントの一
環として実施されるものであり、リハビリテー
ションの質の向上を図るため、利用者の状態
や生活環境等を踏まえた（Ｓｕ～ｅｙ）、多職種
協働による通駈リハビリテーション計画の作
成（Ｐ１ａｎ）、当該計画に基づ〈状態や生活環境
等を踏まえた適切なリハビリテーションの提
供（Ｄｏ）、当該提供内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）とその
結果を踏まえた当該計画の見直し等（Ａｃｔｉｏｎ）
といったサイクル（以下「ＳＰＤＣＡ」という。）の
構築を通じて、継続的にリハビリテーションの
質の管理を行った場合に加算するものであ
る。

５訪問リハビリテーション費
（６メ① リハビリテーションマネジメント加算は、
利用者ごとに行われるケアマネジメントの－
環として実施されるものであり、リハビリテー
ションの質の向上を図るため、利用者の状態
や生活環境等を踏まえた（Ｓｕ～ｅｙ）、多職種
協働による訪問リハビリテーション計画の作
成（Ｐ１ａｎ）、当該計画に基づく状態や生活環境
等を踏まえた適切なリハビリテーションの提
供（Ｄｏ）、当該提供内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）とその
結果を踏まえた当該計画の見直し等（Ａｃｔｉｏｎ）
といったサイクル（以下「ＳＰＤＣＡ」という。）の
構築を通じて、継続的にリハビリテーションの
質の管理を行った場合に加算するものであ
る。

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分）及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について（平
成１２年３月１日老企第３６号）

５訪問リハビリテーション費
（８ー③ 大臣基準告示第１３号イ（１）の基準にお
いて、指定通所介護等を実施した者の占める
割合及び基準第１３号口において、１２且を指
定訪問リハビリテーション事業所の利用者の
平均利用月数で除して得た数については、′」、
数点第３位以下は切り上げること。

５訪問リハビリテーション費
｛８ー③

　

大臣基準告示第１３号イ（１）の基準にお
いて、指定通所介護等を実施した者の占める
割合及び基準第１３号口において、１２を指定
訪問リハビリテーション事業所の利用者の平
均利用月数で除して得た数については、′ｊ、数
点第３位以下は切り上げること。



指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分）及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について（平
成１２年３月１日老企第３６号）

８通所リハビリテーション費
（ｌｋ① 所要時間による区分については、現に
要した時間ではなく、通所リハビリテーション
計画に位置づけられた内容の通所リハビリ
テーションを行うための標準的な時間による
こととしている。そのため、例えば、単に、当
日のサービス進行状況や利用者の家族の出
迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間
を超えて事業所にいる場合は、通所リハビリ
テーションのサービスが提供されているとは
認められないものであり、この場合は当初計
画に位置づけられた所要時間に応じた所定
単位数趣算定すること（このような家族等の
出迎え等までの間のいわゆる「預かり」サー
ビスについては、利用者から別途利用料を徴
収して差し支えない。）。

８通所リハビリテーション費
（ｌｋ①

　

所要時間による区分については、現に
要した時間ではなく、通所リハビリテーション
計画に位置づけられた内容の通所リハビリ
テーションを行うための標準的な時間による
こととしている。そのため、例えば、単に、当
日のサービス進行状況や利用者の家族の出
迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間
を超えて事業所にいる場合は、通所リハビリ
テーションのサービスが提供されているとは
認められないものであり、この場合は当初計
画に位置づけられた所要時間に応じた所定
単位数を算定すること（このような家族等の
出迎え等までの間のいわゆる「預かり」サー
ビスについては、利用者から別途利用料を徴
収して差し支えない。）。

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分）及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について（平
成１２年３月１日老企第３６号）

８通所リハビリテーション費
（４）①当該加算は、所要時間６時間以上８時
間未満の通所リハビリテーションの前後に連
続して通所リハビリテーションを行う場合につ
いて、≧時間を限度として算定されるものであ
る。

８通所リハビリテーション費
（４）①当該加算は、所要時間６時間以上８時
間未満の通所リハビリテーションの前後に連
続して通所リハビリテーションを行う場合につ
いて、６時間を限度として算定されるものであ
る。

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分）及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について（平
成１２年３月１日老企第３６号）

８通所リハビリテーション費
（１１⑥ 認知症短期集中リハビリテーション加
算（ロ）における通所リハビリテーション計画に
従ったリハビリテーションの評価に当たって
は、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居
宅おける応用的動作能力や社会適応能力に
ついて評価を行い、その結果を当該利用者と
その家族に伝達すること。なお、当該利用者
の居宅を訪問した際、リハビリテーションを実
施することはできないことに留意すること。

８通所リハビリテーション費
ｍ⑥ 認知症短期集中リハビリテーション加
算（ロ）における通所リハビリテーション計画に
従ったリハビリテーションの評価に当たって
は、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居
宅Ｅおける応用的動作能力や社会適応能力
について評価を行い、その結果を当該利用者
とその家族に伝達すること。なお、当該利用
者の居宅を訪問した際、リハビリテーションを
実施することはできないことに留意すること。

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（訪問通所リービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分）及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について（平
成１２年３月１日老企第３６号）

８通所リハビリテーション費
ｎの⑦リハビリテーション実施計画に従ったリ
ハビリテーションの評価に当たっては、利用
者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅おけ
る応用的動作能力や社会適応能力について
評価を行い、その結果を当該利用者とその家
族に伝達すること。なお、当該利用者の居宅
を訪問した際、リハビリテーションを実施する
ことはできないことに留意すること。

８通所リハビリテーション費
肋ＣＤリハビリテーション実施計画に従ったリ
ハビリテーションの評価に当たっては、利用
者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅Ｅお
ける応用的動作能力や社会適応能力につい
て評価を行い、その結果を当該利用者とその
家族に伝達すること。なお、当該利用者の居
宅を訪問した際、リハビリテーションを実施す
ることはできないことに留意すること。

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分）及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について（平
成１２年３月１日老企第３６号）

５介護予防訪問リハビリテーション費
（１ー① 介護予め訪問リハビリテーションは、指
示を行 医師の診療の日から３月以内に行

５介護予防訪問リハビリテーション費
（謙① 介護予防訪問リハビリテーションは、計
画的な医学的管理券行っている医師の指丞

介鱒予防訪問リハビリテーションは‐計画的われた場合に算定する。別の医療機関の医
師から情報提供を受けて、介護予防訪問リハ
ビリテーションを実施した場合には、情報提
供を行った医療機関の医師によるを実施した
場合には、情報提供を行った医療機関の医
師による当該情報提供の基礎となる診療の
日から３月以内に行われた場合に算定する。
この場合、少なくとも３月に１回は、リハビリ
７－ンョンの指示客行った医｛ェ１÷当該』；話是

な医学的管理を行っている医師の診療の日
から３月以内に行われた場合！－算定する
圭た一別の医療機関の計画的な医学的管理
券行っている僕師から情報；；洪（リハビリテー
ションの指示等）券受けて、介護予防訪問リ
ハビリテーションを実施した場合には、情報
提供を行った医療機関の医師による当該情
報提供の基礎となる診療の日から三月以内
に行われた場合に算定する。
この場合、少なくとも３月に１回は、介護予防
訪問リハビリテーション宰堂所は当該情報提
供を行った医師に対して介護予防訪問訪問リ
ハビー」７

　

ション計画について医師による情
報提供を行う。

供を行った医師に対してリハビリテーションに
よる利用者の状況の変化等について情報提
供を行う。なお‐指示券行う医師の診察の網
席については利用者の状熊に応じ‐医師が
その必要性券適切に判断する“

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（短期入所サービス
及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成１２年
３月８日老企第４０号厚生省老人保健福
祉局企画課長通知）

第二
２短期入所生活介護費
（１）指定短期入所生活介護費を算定するため
の基準について
指定短期入所生活介護費は、厚生労働大臣
が定める施設基準（平成２７年厚生労働省告
示第９６号。以下「施設基準」という。）第１３号
に規定する基準に従い、以下の通り、算定す
ること。

第二
２短期入所生活介護費
（１｝指定短期入所生活介護費を算定するため
の基準について
指定短期入所生活介護費は、厚生労働大臣
が定める施設基準（平成２７年厚生労働省告
示第９６号。以下「施設基準」という。）第ｌｏ号
に規定する基準に従い、以下の通り、算定す
ること。



指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（短期入所サービス
及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成１２年
３月８日老企第４０号厚生省老人保健福
祉局企画課長通知）

第二
２短期入所生活介護費
（３）併設事業所について
②併設事業所における所定単位数の算定
（職員の配置数の算定）並びに人員基準欠
如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減
算については、本体施設と一体的に行うもの
であること。より具体的には、
イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介
護老人福祉施設を含む。以下（３）並びに囲塗
ら（８はでにおいて同じ。）の併設事業所の場
合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と
短期入所生活介護の利用者数を合算した上
で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介
護職員又は看護職員の配置数を算定するこ
と。したがって、（以下略）

第二
２短期入所生活介護費
（３）併設事業所について
②併設事業所ｉ－Ｊ３ける所定単位数の算定
（職員の配置数の算定）並びに人員基準欠
如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減
算については、本体施設と一体的に行うもの
であること。より具体的には、
イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介
護老人福祉施設を含む。以下（３）並びに盤」
（８）及び凹）において同じ。）の併設事業所の場
合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と
短期入所生活介護の利用者数を合算した上
で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介
護職員又は看護職員の配置数を算定するこ
と。したがって、（以下略）

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（短期入所サービス
及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成１２年
３月８日老企第４０号厚生省老人保健福
祉局企画課長通知）

第二
３

　

短期入所療養介護費
（１）②口ｃ（ａ）
（ｉ）当該施設における直近３月間の入所者
延日数
（ｉｉ）（当該施設における当該３月間の新規入
所者数十当該施設における当該３月間の新
規退所者数）÷２

第二
３

　

短期入所療養介護費
（１）②口ｃ（ａ）
（ｉ）に掲げる数÷（ｉｉ）に掲げる数
（ｉ）当該施設ｉ－あげる直近３月間の入所者
延日数
（ｉｉ）（当該施設における当該３月間の新規入
所者数十当該施設における当該３月間の新
規退所者数）÷２

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（短期入所サービス
及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成１２年
３月８日老企第４０号厚生省老人保健福
祉局企画課長通知）

第二
３

　

短期入所療養介護費
（４）① 重度療養管理加算は、要介護４又は
要介護５に該当する者であって別に厚生労働
大臣の定める状態（利用者等告示）にある利
用者に対して、計画的な医学的管理を継続
的に行い、指定短期入所療養介護を行った
場合に、所定単位数を加算する。当該加算を
算定する場合にあっては、当該医学的管理
の内容等を診療に記載しておくこと。

第二
３

　

短期入所療養介護費
（４）①

　

重度療養管理加算は、要介護４又は
要介護５に該当する者であって別に厚生労働
大臣の定める状態（利用者等告示）にある利
用者に対して、計画的な医学的管理を継続
的に行い、指定短期入所療養介護を行った
場合に、所定単位数を加算する。当該加算を
算定する場合にあっては、当該医学的管理
の内容等を診療録に記載しておくこと。

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（短期入所サービス
及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成１２年
３月８日老企第４０号厚生省老人保健福
祉局企画課長通知）

第二
３

　

短期入所療養介護費
（５）②リａ

　

地域との連携については、基準省
令第３３条において、地域住民又はその自発
的な活動等との連携及び協力を行う等の地
域との交流に努めなければならないと定めて
いるところであるが、療養機能強化型介護療
養型医療施設である医療機関においては、
自らの創意工夫によって更に地域に貢献す
る活動を行うこと。

第二
３

　

短期入所療養介護費
（５）②リａ

　

地域との連携については、基準省
令第３４条において、地域住民又はその自発
的な活動等との連携及び協力を行う等の地
域との交流に努めなければならないと定めて
いるところであるが、療養機能強化型介護療
養型医療施設である医療機関においては、
自らの創意工夫によって更に地域に貢献す
る活動を行うこと。

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（短期入所サービス
及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成１２年
３月８日老企第４０号厚生省老人保健福
ネート局企画議長罫薫劃Ｄ）

第二
３

　

短期入所ネム看護費
（９）認知症行動・心理症状緊急対応加算につ
いて
２の（９）杏準用する。

第二
３

　

短期入所療養介護費
（９）認知症行動・心理症状緊急対応加算につ
いて
２の（１１）寿準用する。

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（短期入所サービス
及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成１２年
３月８日老企第４０号厚生省老人保健福
祉局企画課長通知）

第二
３

　

短期入所療養介護費
（１１）若年性認知症利用者受入加算について
２の（ｌｏ）多準用する。

（１２）療養食加算について
２の（１１）券準用する。

（１３）サービス提供体制強化加算について
①２の（１４Ｋ①から④まで及び⑥を準用する。

（１４）介護職員処遇改善加算について
２の（１５１を準用する。

第二
３

　

短期入所療養介護費
（１１）若年性認知症利用者受入加算について
２の（１２）券準用する。

（１２）療養食加算について
２の（１３）を準用する。

（１３）サービス提供体制強化加算について
①２の（１７燈）から④まで及び⑥を準用する。

（１４）介護職員処遇改善加算について
２のＵ８）を準用する。



指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（短期入所サービス
及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成１２年
３月８日老企第４０号厚生省老人保健福
祉局企画課長通知）

第二
６ 介護保険施設リービス
（１１）若年性認知症入所者受入加算について
２の（ｌｏ）を準用する。

（２４）療養食加算について
２の（ｆｌ）券準用する。

（３２）サービス提供体制強化加算について
①２の（１４Ｋ①から④まで及び⑥を準用する。

（３３）介護職員処遇改善加算について
２の（す５）券準用する。

第二
６

　

三二決施設リ

　

ビス
（１１）若年性認知症入所者受入加算について
２の（ｆ２）券準用する。

（２４）療養食加算について
２の（１３）を準用する。

（３２）サービス提供体制強化加算について
①２の（１７泊）から④まで及び⑥を準用する。

（３３）介護職員処遇改善加算について
２の（１８１を準用する。

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（短期入所サービス
及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成１２年
３月８日老企第４０号厚生省老人保健福
祉局企画課長通知）

第二
７

　

介護療養施設リービス
（１４）若年性認知症入所者受入加算について
２の（ｌｏ）寺準用する。

（２３）療養食加算について
２の（１１）多準用する。

（２６）サービス提供体制強化加算について
①２の（１４）①から④まで及び⑥を準用する。

（３２）介護職員処遇改善加算について
２の（１５）を準用する。

第二
７

　

介護療養施設サービス
（１４）若年性認知症入所者受入加算について
２の（１２）を準用する。

（２３）療養食加算について
２の（１３）を準用する。

（２６）サービス提供体制強化加算について
①２の（１７堰）から④まで及び⑥を準用する。

（３２）介護職員処遇改善加算について
２の（１８２を準用する。

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（短期入所サービス
及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成１２年
３月８日老企第４０号厚生省老人保健福
祉局企画課長桶知）

５

　

介護福祉施設サービス
鋤経口維持加算について
③（前略）…関係職種が二回に会して（以下
略）

５

　

介護福祉施設サービス
αの経口維持加算について
③（前略）…関係職種が；堂に会して（以下
略）

指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（短期入所サービス
及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成１２年
３月８日老企第４０号厚生省老人保健福
祉局企画謹厚通知）

５

　

介護福祉施設リ

　

ピス
（２２）口腔衛生管理加算について
②また、別紙様式３を参考として入所者ごと
に口腔に関する問題点、口腔ケアの方法…
（以下略）

５

　

介一÷話丑施設リ

　

ビス
（２２）口腔衛生管理加算について
②また、別紙様式３を参考として入所者ごと
に口腔に関する問題点、歯科医師からの指
示内容の要点一口腔ケアの方法…（以下
略）

指定介
額の算
施上の
１７日老
老発０３
栃騨．三

護予防サービスに要する費用の
定に関する基準の制定に伴う実
留意事項について（平成１８年３月
計発０３１７００１老振発０３１７００１老
１７００１、厚生労働省老健局計画・
≧人保健課号連名通知）

５介護予防訪問リハビリテーション費

（２）指定介護予防指定訪問リハビリテーション
事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地
内の建物に居住する利用者に対する取扱い

５介言

｛２）指
所とＥ
建物ｌ

護予め訪問リハビリテーション費

を定介護予防訪問リハビリテーション事業
司－の敷地内若しくは隣接する敷地内の
に居住する利用者に対する取扱い

指定介
額の算
施上の
１７日老
老発０３
栃駆・尋

護予防サービスに要する費用の
定に関する基準の制定に伴う実
留意事項について（平成１８年３月
計発０３１７００１老振発０３１７００１老
１７００１、厚生労働省老健局計画・
ち人保二－ｍｉ連名通知）

６介護予防居宅療養管理指導費

⑦歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養
管理指導については、以下のアからキまでに
掲げるプロセス券経ながら実施すること。

６介言

⑥歯
管理；
掲げ

謎予防居宅療養管理指導費

｝科衛生士等の行う介護予防居宅療養
指導については、以下のアからキまでに
るプロセスを経ながら実施すること。

７介護予防通所介護費・介護予防通所リハ
ビリテーション費

（５燈）いずれかの選択的サービスを週２回以
上実施するこー

７介護予防通所介護費・介護予防通所リハ
ビリテーション費

（５Ｘ２）いずれかの選択的サービスを週１回以
上実施すること。



指定介護予防サービスに要する費用の
額の算定に関する基準の制定に伴う実
施上の留意事項について（平成１８年３月
１７日老計発０３１７００１老振発０３１７００１老
老発０３１７００１、厚生労働省老健局計画・
振興・老人保健課長連名通知）

第二
９

　

介護予防短期入所療養介護費
（７）認知症行動・心理症状緊急対応加算に
ついて
８の（７）を準用する。

（８）若年仕溺ム”＊利用者受入加算について
８の（８）多準用する。

（９）療養食加算について
８の（９）を準用する。

（１０）サービス提供体制強化加算について
①３（７）④から⑥まで並びに４（１８）⑦及び⑦
を参照のこと。なお、この場合の介護職員に
係る常勤換算にあっては、利用者・入所者へ
の介護業務（計画作成等介護を行うに当たっ
て必要な業務は含まれるが、請求事務等介
護に関わらない業務を除く。）に従事している
時間について行っても差し支えない。

第二
９

　

介護予防短期入所療養介護費
（７）認知症行動・心理症状緊急対応加算に
ついて
８の（８）券準用する。

（８）若年性認知症利用者受入加算について
８の（９）券準用する。

（９）療養食加算について
８の（ｌｏ）を準用する。

（１０）サービス提供体制強化加算について
①３（７）④から⑥まで並びに４（２１）⑦及び③
を参照のこと。なお、この場合の介護職員に
係る常勤換算にあっては、利用者・入所者へ
の介護業務（計画作成等介護を行うに当たっ
て必要な業務は含まれるが、請求事務等介
護に関わらない業務を除く。）に従事している
時間について行っても差し支えない。

指定介護予防サービスに要する費用の
額の算定に関する基準の制定に伴う実
施上の留意事項について（平成１８年３月
１７日老計発０３１７００１老振発０３１７００１老
老発０３１７００１、厚生労働省老健局計画・
振興・老人保Ｍ狐冒連名通知）

９介言
（９）療
８の（Ｅ

護予防短期入所療養介護費
１養食加算について
塾を準用する。

９介言
（９）療
８の（１（

護予防短期入所療養介護費
１養食加算について
凹を準用する。

指定地域密着型サービスに要する費用
の額の算定に関する基準及び指定地域
密着型介護予防サービスに要する費用
の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について（平成１８年３
月３１日老計発０３３１００５・老振発
０３３１００５・老老発０３３１０１８、厚生労働省
老健局計画・振興・老人保健課長連名
通知）

８

　

地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護費
鋤経口維持加算について
③（前略）…関係職種が；鳳に会して（以下
略）

８

　

地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護費
αの経口維持加算について
③（前略）…関係職種が二堂に会して

リハビリテーションマネジメント加算等に
関する基本的な考え方並びにリハビリ
テーション計画書等の事務処理手順及
び様式例の提示について（老老発０３２７
第３号平成２７年３月２７日）

（別紙様式２）
■活動
平地歩行
ｌｏ

　

自立

　

５部分介助

　

０全介助

御」紙様式２）
■活動
平地歩行
１５

　

自立

　

ｌｏ

　

部分介助

　

５ 車いす使用

　

０
その柚．

栄養マネジメント加算及び経口移行加算
等に関する事務処理手順例及び様式例
の提示について（平成１７年９月７日老老
発第０９０７００２厚生労働省老
健局老人保健課長通知）

（別紙３）
⑰食事中や含徒に濁った声になる
⑩－口あたり何度も聴下する
⑲頻繁にむせたり、せきこんだりする
⑩食事中や食後に濁った声に変わる
⑨食事の後半は疲れてしまい、特に良くむ
せたり、呼吸音が濁ったりする
＠観察時から直近１ヶ月程度以内で、食後
又は食事中に唯吐したことがある
⑩食事の摂取量に問題がある（拒食、過食、
偏食など）

（別紙３）
倫

　

合車中胎合弾ー‐霊｛＋′吉１‐ナｒス凹

　

以

　

ｆ

　　

ｌ

　　

、虞

　

臥’『１戸′－′

　　

．ー

　

ぴ‐ｙ
＠－口あたり何度も暁下する
⑩頻繁にむせたり、せきこんだりする
⑲食事中や食後に濁った声に変わる
⑩食事の後半は疲れてしまい、特に良くむ
せたり、呼吸音が濁ったりする
⑰観察時から直近２ヶ月程度以内で、食後
又は食事中に唯吐したことがある
＠食事の摂取量に問題がある（拒食、過食、
偏食など）
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務

　

連

　

絡

平成２７年５月２２日

　

都道府県

各 指定都市

　

中 核 市
介護保険主管部（局）御中

厚生労働省老健局老人保健課
振興課

平成２７年度介護報酬改定関連Ｑ＆Ａの正誤について

　

介護保険制度の運営につきましては、 平素より種々ご尽力をいただき、
厚く御礼申し上げます。

　

平成２７年４月１日付けで発出した「平成２７年度介護報酬改定に関する

Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）（平成２７年４月１日）」、 平成２７年４月２８日付けで発出し

た「平成２７年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関するＱ＆Ａ

（平成２７年４月２８

　

日）」及び平成２７年４月 ３０日付けで発出した「平成

２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．２）（平成２７年４月 ３０日）」 につ
きまして、別紙のとおり修正することといたしましたので、貴県又は貴市

におかれましては、御了知の上、管内市町村又は事業所等への周知を徹底

し、 その取扱いに当たっては遺漏なきよう、 よろしくお願いいたします。

※

　

今回のＱ＆Ａの修正に関する御質問については、 下記サービスごとの問い合

　

わせ先にお願いいたします。

厚生労働省 代表

　

０３ 一 ５２５３一１１１１

【通所介護】
【訪問・通所リハビリテーション】

【訪問看護】
【福祉用具貸与】
【介護療養型医療施設】

振興課（内線３９８７）
老人保健課（内線３９４４）
老人保健課（内線３９８９）
振興課（内線３９８５）
老人保健課（内線３９４２）



対象Ｑ＆Ａ 正誤 所
（番号） 誤 正

平成２７年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ（ＶＯＬＩ）（平成２７年４月
１日）
問２３

問２３

　

留意事項通知における「前３月間におい
て、当該事業所が提供する訪問看護を２回以
上利用した者又は当該事業所で当該加算を２
回以上算定した者であっても、１として数えるこ
と」とは、例えば、３～５月にかけて継続して利
用している利用者Ａは１人、Ｌ且に利用が終了

Ｊた利用者Ｂも１人し数えるｒしで良いか。

１２３

　

留意事項通知における「前３月間ｉ－おい
ｒ、当該事業所が提供する訪問看轟き２回以
箱」用した者又は当該事業所で当該加算を２
１以上算定した者であっても、１として数えるこ
」とは、例えば、３～５月にかけて継続して利
１している利用者Ａは１人、且且に利用が終了
た利用者Ｂも１人と数えることで良いか“

平成２７年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ（Ｖｏ－．１）（平成２７年４月
１日）
問９１

閉９１

　

社会参加支援加算は、厚生労働大臣が
定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５
号）イ（２）に規定される要件は遡って行うことがで
きないことから、平成２７年１月から３月までにつ
いての経過措置がなければ、平成２８年度から
の取得できないのではないか。また、平成２７年
度から算定可能であるか。それとも、イ（２）の実
施は平成２７年４月からとし、平成２６年１月から
１２月において、イ（１）及び口の割合を満たしてい
れば‐平成２７年度から算定可能であるか。

Ｅ９１

　

社会参加支援加算は、厚士男副大臣が
：める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５
・）イ（２）に規定される要件は遡って行うことがで
ないことから、平成２７年１月から３月までにつ
，ての経過措置がなければ、平成２８年度から
－取得強できないのではないか。また、平成２７
Ｌ度から算定可能であるか。それとも、イ（２）の
…施は平成２７年４月からとし、平成２６年１月
・ら１２月において、イ（１）及びロの割合を満たし．いれば、平成２７年度から算定可能である

平成２７年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）（平成２７年４月
１日）
問１２１

（答）

　

入所者等の誤味を防止しつつ、経口による
食事の摂取を進めるための食物形態、接種方
法等における特別な配慮のことをいう。

答）
入所者等の誤嘆を防止しつつ、経口による
葦事の摂取を進めるための食物形態、摂取方
長等における特別な配慮のことをいう。

平成２７年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）（平成２７年４月
１日）
問１７５

問１７５

　

留意事項通知における「前３月間にお
いて、当該事業所が提供する看護サービスを２
回以上利用した者又は当該事業所で当該加算
を２回以上算定した者であっても、１として数え
ること」とは、例えば、３～５月にかけて継続して
利用している利用者Ａは１人、Ｌ且に利用が終
了した利用者Ｂも１人と数えることで良いか。
（答）
貴見のとおりである。具体的には胤紙の表を
参照のこと。

問１７５

　

留意事項通知における「前３月間ｉ－お
いて、当該事業所が提供する看護サービスを２
回以上利用した者又は当該事業所で当該加算
を２回以上算定した者であっても、１として数え
ること」とは、例えば、３～５月にかけて継続して
利用している利用者Ａは１人、且且に利用が終
了した利用者Ｂも１人と数えることで良いか。
（答）
貴見のとおりである。具体的には暦迄皇の表を
参照のｒｊ‐－

平成２７年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）（平成２７年４月
１日）
問１７７

（答）
②

　

本令施行の際（平成２７年４月１日）、現に養
成研修整ヱ者に該当していれば経過措置期間
中において、福祉用具専門相談員として従事す
るｒレポ可能である。

（答）
② 本令施行の際（平成２７年４月１日）、現に養
成研修箆ヱ者に該当していれば経過措置期間
中において、福祉用具専門相談員として従事す
ることが可能である。

平成２７年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ（ＶＯＬＩ）（平成２７年４月
１日）
問１７８

（答）

　

指定福祉用具貸与事業者等が減額利用料
に関する運用を行う場合、必要に応じて運営規
定に「その額の設定の方式」を定め、提出が必
要となる。個々の福祉用具の利用料について
は、運営規定に目録に記載されている旨が記
載されていれば目録を↑日出すること！－なる。

（答）

　

指定福祉用具貸与事業者等が減額利用料
に関する運用を行う場合、必要に応じて運営規
程に「その額の設定の方式」を定め、提出が必
要となる。個々の福祉用具の利用料について
は、運営規定に目録に記載されている旨が記
載されていれば目録を提出する「し１－ナｒス

平成２７年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ（Ｖｏ－．１）（平成２７年４月
１日）
問１８６

問１８６

　

特定事業所加算に「介護支援専門員
実務研修における科目「ケアマネジメントの基
礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制
を確保していること」が加えられたが、実習受入
以外に該当するものは何か。例えば、地域で有
志の居宅介護支援事業所が開催する研修会の
引き受けるといった場合は含まれるのか。

問１８６

　

特定事業所加算に「看遭文援専門員
実務研修における科目「ケアマネジメントの基
礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制
を確保していること」が加えられたが、実習受入
以外に該当するものは何か。例えば、地域で有
志の居宅介護支援事業所が開催する研修会を
引き受けるといった場合は含まれるのか。

平成２７年度介二…【．貿定に関
するＱ＆Ａ（Ｖｏ－．１）（平成２７年４月
１日）

（参考）Ｑ１３初回加算「新規」の考え方（２１．３．２３） 参考）聖鯉初回加算「新規」の考え方（２１．３．２３）

平成２７年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）（平成２７年４月
１日）
【ＱＡ修正】（Ｐ６４）

【ＱＡ修正】
聞坦

　

特定事業所加算（１）を算定している事
業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなっ
た場合における特定事業所加算の取扱い及び
届出に関する留意事項について。

【ＱＡ修正】
問題

　

特定事業所加算（１）を算定している事
業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなっ
た場合における特定事業所加算の取扱い及び
届出に関する留意事項について。

平成２７年度介護報酬改定におけ
る介護療養型医療施設に関する
Ｑ＆Ａ（平成２７年４月２８日）
問２

（答）
前者の要件は、当該施設の重篤な身体疾患を
有する患者及び基準及び身体合併症を有する
認知症高齢者の受け入れ人数を評価している
ものであり、重篤な身体疾患を有する者の基準
及び身体合併症を有する認知症高齢者の基準
のいずれにも当てはまる患者であっても、施設
として実際に受け入れた患者の人数について
は１人と数える。
（以下略）

（答）
前者の要件は、当該施設の重篤な身体疾患を
有する者及び身体合併症を有する認知症高齢
者の受け入れ人数を評価しているものであり、
重篤な身体疾患を有する者の基準及び身体合
併症を有する認知症高齢者の基準のいずれに
も当てはまる患者であっても、施設として実際に
受け入れた患者の人数については１人と数え
る。
（以下略）

平成２７年度介護報酬改定に関
するＱ＆Ａ（Ｖｏ－．２）（平成２７年４月
３０日）
問２４

（答）
要支援２の基本サービス費×（５／３０．４）日－
（要支援２の送迎減算７５２単位）＝△６２単位コ０
単位とする‐

（答）
１１ｌｘ５－（要支援２の同一建を勿＊鼻為２単位）
＝△１９７単位コ０単位とする。


